
 1

匿名データの作成・提供に係るガイドライン骨子案 

 

第１ ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、統計法第 35 条及び第 36 条の規定に基づく匿名データの作成及

び提供に係る事務処理の明確化、統一化を図ることにより、各行政機関及び独立行政

法人等が当該事務処理を円滑に遂行できるようにすることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

１ 匿名データ 

統計法第 2 条第 12 項に規定するもの。 

２ 調査票情報 

統計法第 2 条第 11 項に規定するもの（統計の作成の過程で出来た統計も調査票情報

に含まれる。） 

３ 行政機関及び届出独立行政法人等 

統計法第 2 条第 1 項に規定するもの及び同法第 25 条の規定による届出を行った独立

行政法人等。 

 

第３ 匿名データの作成・提供の実施に当たっての基本原則 

１ 事務処理要綱の策定 

  各行政機関及び届出独立行政法人等は、匿名データの作成・提供に係る事務処理の

明確化、効率化を図るために、それぞれ事務処理要綱を策定。 

２ 秘密保護の確保 

統計調査に対する調査対象者の信頼を確保する観点から、匿名データの作成を行う

ため調査票情報を取扱う際に秘密の保護に十分配慮する。 

匿名データの作成を外部委託する場合、調査票情報の適正管理義務について契約条

項に含める等必要な措置を実施。 

匿名データの提供に当たっては、提供を受けた者から匿名データの適正な管理を行

う旨の確約を求めるとともに、自己又は第三者の不正な利益を得る目的で提供又は盗

用した場合、統計法第 61 条第 3 項の罰則の適用されることを明示。 

３ 効率的な事務処理の実施 

匿名データの作成に当たっては、プログラムの作成やテスト、チェックリストの作

成や審査等を行う必要があり、ある程度専門的な知識経験が必要であり、各行政機関

及び届出独立行政法人等においては新たに実施すべき業務であることから、必要に応

じて外部委託等を検討。 

   

第４ 匿名データの作成･提供に関する計画の策定 

各行政機関及び届出独立行政法人等は、毎年度当初に、当該年度に提供する予定の

匿名データを公表。 

 

 

 

参考３
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第５ 匿名データの作成 

１ 匿名データを作成する統計調査の範囲 

行政機関及び届出独立行政法人等が、その実施する統計調査の中から、需要を踏ま

えて決定。企業や事業所を対象とする統計調査についても秘匿処理の可能性を検討し、

匿名化が困難な場合、委託による統計の作成等による対処を検討。 

 

２ 匿名データの秘匿処理の方法 

(1) 秘匿処理の考え方（別紙１参照） 

調査対象である調査単位（世帯や個人、企業）と匿名データの対応関係を特定さ

れないようにすること 

(2) 秘匿処理の技法（別紙２参照） 
・ 識別情報の削除 

・ 識別情報のトップ・コーディング 

・ 識別情報のグルーピング 

・ リサンプリング 

・ 匿名データのソート（配列順の並べ替え） 

・ スワッピング 

・ 誤差の導入 等 

(3) 秘匿処理方法の決定 
上記の秘匿処理の技法をそれぞれの統計調査の内容等に応じて組み合わせて秘匿

処理を実施 

秘匿処理が適切であるか等について統計委員会の意見を聴取することを規定。 

(4) 秘匿化の目安（別紙３） 
  審査は各行政機関及び届出独立行政法人等が実施。 

 

第６ 匿名データの秘匿処理の実施手順 

１ 秘匿処理の審査 

(1) チェックリストの作成 
各行政機関及び届出独立行政法人等内部及び統計委員会における秘匿処理の審査

を効率的、効果的に実施するため、統一化された様式（別紙４・５にイメージを提示）

で、匿名データを作成しようとする所管の統計調査ごとに、どのような秘匿処理を行

うか等を記述したチェックリストを作成。 

(2) 行政機関及び届出独立行政法人等の内部における審査 
行政機関及び届出独立行政法人等は内部における審査機関を設置し、内部におけ

る審査を適切に実施。 

(3) 統計委員会への諮問 
統計法第 35 条に基づき、各行政機関及び届出独立行政法人等は、基幹統計に係る

匿名データを作成する場合、統計委員会の意見を聴取。 

各行政機関は、チェックリストや匿名データの作成対象である統計調査に関する

基礎的な情報（調査概要、調査票の様式、標本抽出法等）、匿名データに関する情報

（匿名データの作成方針、匿名データのレイアウトフォーム・符号表、匿名化に当
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たっての留意事項、実施した匿名化の概要等）を提出。 

      

２ 匿名データの作成・確認 

  統計委員会の答申で認められた秘匿処理の内容で匿名データを作成し、秘匿処理が

正しく行われていることを確認。 

 

３ 匿名データ提供の周知 

  匿名データを作成した行政機関及び届出独立行政法人等は、ホームページ等により

提供が可能となった匿名データに関して周知。 

    

第７ 匿名データ提供の申出 

１ 匿名データ提供の申出者（以下｢申出者｣という。）の範囲【Ｐ】 

統計法第 36 条では、「学術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定め

る場合」にのみ匿名データの提供ができると規定。 

このため、申出者は、自分自身が責任を持って学術研究の発展に資すると認められる

研究を行い得る者及び総務省令で定められる目的を実現できる者。 

なお、大学における申出者の範囲については次の考え方を参考に判断。 

《大学における申出者の範囲の考え方》 

①教授等の指導の下で、教授とともに大学院生や学部生が研究に携わる場合、教授等 

②共同研究として、教授等と大学院生が研究を行う場合、全ての共同研究者 

③個人として大学院生等が研究を行う場合（学部生の身分を理由とした排除は困難）、大

学院生等 

 

２ 匿名データの提供申出書（以下｢申出書｣という。）の記載事項【Ｐ】 

申出書に記載される申出事項は総務省令で規定（統計法第 36 条） 

  （統一の様式を別添で示す予定） 

 

３ 申出書の受付窓口 

申出書は各行政機関及び届出独立行政法人等が設置する所定の受付窓口に提出。各

行政機関及び独立行政法人等は、事務処理要綱に受付窓口を規定。 

 

４ 申出書の受付時期 

  受付事務の効率化、統計の作成等作業の計画的実施の観点から、各行政機関及び届

出独立行政法人等は、年間の受付時期・期間を設定し、受付時期を各年度当初に周知 

 

５ 申出書の提出媒体 

各行政機関及び届け出独立行政法人等の受付窓口への直接提出、郵送、メールのい

ずれも可。 

 

６ 申出書の添付書類 

申出書の提出に当たっては、申出内容の審査に必要な公益性を示す書類や作成する
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統計等の様式の添付を要請することとし、事務処理要綱に規定。 

《添付書類の例示》 

・ 公益性を示す書類等 

    研究計画書，研究費を確保するために作成する既存の書類、過去の著書・論文一

覧、発表予定の学会、大会の概要、掲載予定の学術誌等、指導教授や大学、学会か

らの推薦状等 

 

７ 本人確認【Ｐ】 

  申出者の本人確認方法を事務処理要綱に規定。 

《本人確認方法の例示》 

  ・ 所属機関への電話又はメールによる確認 

・ その他本人であることを証明する書類の提出 

（必要な措置について掲載予定） 

 

８ 申出内容の審査 

(1）審査の実施主体 

審査は各行政機関等が実施。 

 

(2）審査基準 

統計法第 36 条では、「学術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定

める場合」にのみ匿名データの提供ができると規定し、利用目的に一定の公益性を要

求。また、公益性確保のためには研究成果が公表され、社会に還元されることが必要。 

このため、各行政機関等は、申出書の記載内容及び添付書類を基に、利用目的が学

術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定める場合に合致するか、研

究成果が適切に公表され、社会に還元されるかに重点を置いて、審査。 

   なお、利用目的については次の考え方を参考に判断。 

 

《学術研究の発展に資すると認める場合》 

① 大学・研究機関における場合 

   大学や研究所などの教授，准教授，講師，ポストドクター，大学院生等が学術を

目的として活動する機関が研究活動を行う場合を想定。 

② 大学・研究機関以外における場合 

営利企業に属する者の企業活動の一環としての研究も、学術的な研究で、その成

果が社会に還元される場合や学術研究に営利目的が一部含まれる場合でも、その成

果が社会に還元される場合は当該要件に該当。 

しかし、研究成果が企業の業務資料や特定の顧客へのレポートである場合、当該

要件に該当しない。 

 

《その他総務省令で定める場合》（Ｐ） 
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(1) 審査内容 
①申出者の属する機関が外形的にみて研究を行っている機関か 

②研究の成果が社会に還元されるか 

③提供したデータの管理体制や管理方法に信頼が置けるか 

④研究内容と利用される統計調査の関係が適切であるか 等 

 

９ 手数料【Ｐ】 

  政令で規定された手数料の算定方法に基づき事前に見積もった上で政省令で定める

手続きによる方法で納付。 

  具体的な手続きについて別途提示予定。 

 

第８ 審査結果の通知等 

  審査結果は、申出の受付から○日以内に申出者に対し文書により通知。 

申出に応じる場合、通知文書に手数料を明示。 

申出に応じられない場合、公平性や透明性を確保する観点から、通知文書にその理

由も明示。 

また、総務省は各行政機関等の匿名データの作成状況や提供の受付状況と併せて、

申出に応じなかった場合の理由を取りまとめ、統計委員会に報告。 

 

第９ 記載事項に変更が生じた場合の手続き 

  記載事項に変更が生じた場合、直ちに変更の申出を行うよう要請。 

 

第 10 匿名データの作成・提供を外部委託する場合 

１ 匿名データ提供の事務の全部を委託する場合 

統計法第 37 条では、匿名データの作成･提供の事務を全部委託する場合、政令で定

める独立行政法人等に委託することを規定。 

  申出の受付及び審査は独立行政法人が実施。なお、審査に当たっては必要に応じて

調査実施者と意見交換。 

審査結果は、申出者及び委託元の行政機関等に通知。 

 

２ 匿名データの作成や提供の一部事務を民間に委託する場合 

  契約の方法は各府省が委託契約をする際の規約に従うものとするが、調査票情報

の取扱い等についての取決めが必要である。 

 ・ 秘密の保護に関する誓約書の提出 

 ・ 調査票情報の受渡し、搬送、管理方法 

 ・ 調査票情報の複写、貸与及び提供の禁止 

 ・ 作成した匿名データの複写、貸与、依頼者以外への提供の禁止 

 等、「統計調査の民間委託に係るガイドライン」に準じて規定。 

 （調査票情報の適正管理義務及び罰則が係ることを明示） 
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第 11 匿名データの提供 

(1) 提供時期 
原則として、審査結果の通知日から○日以内。  

(2) 提供窓口 
 原則として、申出書を受けた行政機関等とし、秘匿データの作成を外部委託した

場合、委託先から提供することも可とし、この場合、申出書を受けた行政機関等か

ら申出者にその旨を通知。各行政機関等は、事務処理要綱に提供窓口を規定。  

(3) 提供手段 
  申出者は、電子媒体の書留等による送付、提供窓口における直接の受け渡しから

選択し、申出書に記載した方法により提供。 

 

第 12 匿名データの提供後の利用の制限 

匿名データの利用終了後、返却させるか、破壊が確認できる仕組みを構築。また、

匿名データから作成する統計は申出書に記載した利用目的の範囲内（別の研究に用い

るような統計を作成してはならない）とすることを明示。 

 

第 13 匿名データの不正利用に対する対応 

統計法第 61 条第 3 号では、匿名データの提供を受けた者、匿名データの取り扱いに

関する業務委託を受けた者等が匿名データを自己又は第三者の利益を図る目的で提供、

盗用した場合罰則の適用を規定。 

このほか、申出内容以外の利用が発覚した場合の行政的な措置をあらかじめ定め、

周知、適用。 

 

第 14 実績報告書の作成・提出 

   次の各項目に関する報告書を作成し、毎年○月までに総務省に提出。総務省は各

行政機関及び届出独立行政法人等の提出した実績報告書を取りまとめ、統計委員会

に報告。 

 (1) 申出書受付の状況 

 (2) 審査結果状況 

 (3) 申出への対応困難な事案件数と理由 

 (4) 匿名データの提供状況 

   

第 15 ガイドラインの施行時期 

  本ガイドラインは、平成 21 年 月 日から施行 
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秘匿処理の考え方 

 
(1) 秘匿処理とは 

ミクロデータから世帯や個人の秘密の情報を知るということは、調査対象である調査単位（世

帯や個人）とミクロデータの対応関係を特定し、特定されたミクロデータから調査単位の秘密

に属する事項を知るということを意味する。どの調査事項が、秘密の情報に当たるかは一概に

は決めることができないし、時代とともに変化し、普遍的ではないと思われるので、秘匿処理

とは、基本的には、調査単位とミクロデータの対応関係を特定されないようにするということ

である。 
(2) 対応関係 
  提供するミクロデータには、氏名、住所などの直接的に世帯や個人が特定できる情報は付与

されていないので、調査単位とミクロデータの対応関係は、性別や年齢などの属性（識別情報）

が同じかどうかで判断することになる。 
全国の全調査単位のミクロデータが提供されていて、かつ、全調査単位について識別情報が

分かる場合、識別情報が一致する調査単位とミクロデータがそれぞれ１つしかない場合には同

じ世帯や個人と判断でき、それぞれ複数ある場合はそのうちのいずれかと判断できる。実際の

ミクロデータの提供の場合、一部の調査単位のミクロデータが提供されていて、かつ、一部の

調査単位の識別情報がわかるに過ぎず、このような状況では、対応関係を特定するのは現実的

ではないと考えられる。 
(3) 特定の可能性 
特定の可能性を考えると、地域範囲が狭い場合には、調査対象が絞り込まれるので、識別情

報を収集することが容易になり、ミクロデータの地域情報が詳細であれば、特定の可能性が高

くなる。また、調査を受けていることが知られていると、その調査単位のミクロデータに必ず

存在することが分かるため、対応関係を特定される可能性が高まる。しかし、調査対象のリス

トは厳格に管理されており、外部の者が調査を受けている調査単位を知る可能性は低く、調査

時から数年が経過すれば外部の者が知ることは不可能と言える。 
しかし、特殊なデータのときに、特定の可能性は高くなる。例えば、100 歳以上の高齢者が
いる世帯や世帯員が 10 人いるというような世帯の数は少ないので、母集団のある個別の世帯
に対応するデータ数が少なくなり、そのどれに当たるか決定するのが比較的容易になる。また、

複数の属性の特殊な組合せも特定の可能性が高くなる。これに対し、標準的な対象の場合には

同じ条件のデータが多数出現することになるので、特定の可能性は比較的低いものにとどまる。 
 
(4) 識別情報 
調査対象である調査単位とミクロデータの対応関係を特定しようとするときに用いる識

別情報とは、提供するミクロデータに含まれていて、かつ、統計調査以外からも知ること

ができる情報である 
 個人又は世帯を対象とした統計の場合、比較的容易に入手できる識別情報としては、外

観からでも把握できるような基本的な属性が考えられ、例えば、県、市町村などの地域情

報や、世帯員数、世帯員の性別、住宅の大きさなどが挙げられる。このほか、自宅で営業

「統計データの二次利用促進に関する研究会」第２回会合資料から抜粋 別紙１ 
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している世帯であればその産業・職業を知ることができるし、子供の年齢は通学している

学年で分かると思われる。ただし、これらの情報だけでは、一般には対応関係を特定する

ことはできない。また、これらの情報の収集は比較的簡単ではあるが、多数の調査単位に

ついて情報を収集しようとすれば大きな作業量を必要とする。 
 実際の問題としては、時間が経つとともに識別情報を正確に知ることは難しくなる。提

供されるミクロデータは数年前の調査の結果であり、そのときに個々の調査対象がどのよ

うな属性を有していたか知ることは、たとえ世帯の基本的な属性であっても難しい。既存

のリストのようなものの場合も、そのリストとミクロデータの時点が一致していないと対

応関係の特定には多くの誤りが生じることになる。 
(5) 特定の試み 

秘匿処理の方法を決めるときには、現実にどのような危険があるかについても考えておく必

要がある。最近、個人情報の流出がよく問題となるが、そのような例では、住所（メールのア

ドレス等も含む。）、氏名などが流出しており、それは、商業目的などにそのまま利用できる。

しかし、統計情報の場合、住所、氏名が流出することはあり得ない。また、前述のとおり、特

殊な対象の場合には特定の可能性が比較的高くなるが、多くの標準的な対象の場合には特定の

可能性は比較的低いものにとどまる。一部の対象についてだけ特定できたとしても、商業目的

での利用価値は少ないであろう。したがって、対象を特定しようとするような試みが、最近問

題になっているような商業目的で行われる可能性は低いものと考えられる。そもそも、数年前

の統計情報では利用する価値もないであろう。 
しかし、もし対象を特定するような試みが実際に行われたら、それはミクロデータ提供の危

険性、ひいては統計調査の危険性を指摘するものとして利用されてしまうであろう。ところが、

絶対的な匿名性を担保しようとすると、ドイツでの経験のように提供できる情報が極めて限ら

れてしまう。したがって、この問題は秘匿処理だけで対策を考えるべきものではなく、そのよ

うな試みを行うこと自体を制限しておくことが必要となる。このため、データを提供するとき

には、利用目的を限定し、データの管理を適正に行わせることを義務付けておかなくてはなら

ない。 
  注：ドイツは、1980 年の連邦統計法で「絶対的な匿名化」条項によるミクロデータの提供を行っ

てきたが、多くの情報が失われることになり、科学研究の要求に応じられず、ほとんど利用さ

れなかった。そのため、1987 年の連邦統計法ではミクロデータが莫大な時間や経費をかけない

限り識別できないという「事実上の匿名性」の概念に法規定を改正している。 
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秘匿処理の技法 

 
(1) 秘匿処理の技法 
対応関係を特定しにくくする秘匿処理の方法としては、下記のような方法がある。 

 
① 識別情報等の削除 

対応関係を特定する危険性の高い識別情報である、世帯や居住地を直接的に特定でき

るような情報を削除する方法である。 
② 識別情報のトップ・コーディング 

対応関係を特定できる可能性が高くなる特殊な属性を、まとめる方法である。例えば、

100 歳以上の高齢者がいる世帯や世帯員が 10 人いる世帯の数は少ないので、対応関係
を特定しやすくなるので、特に大きい値や小さい値を「○○以上」、「○○以下」という

ようにまとめる。海外では、トップ・コーディングされるのが対象全体の 0.5％以上と
している例などがある。 

③ 識別情報のグルーピング 
特定の値をグループ分けして階級区分に変更する方法である。例えば、年齢を例にす

ると、22 歳ではなく、21～25 歳とする方法である。また、市町村コードなどの地域情
報の場合は、外部の者にも把握しやすい情報であること、対応関係を調べなくてはなら

ないデータの範囲を限定できることなどから特に注意が必要となる。海外では、人口 10
万人未満の地域区分は提供しないなどの基準が設けられている例などがある。 

④ リサンプリング 
ミクロデータをすべて提供するのではなく、そこから抽出した一部のミクロデータだ

けを提供する方法である。この方法によれば、提供するミクロデータが少なくなるので、

対応関係を特定できる可能性を低下させることができる。 
また、特定できたとの主張に対し、特定できたと考えることが適当ではないと主張する方

法でもある。 
⑤ ミクロデータのソート 

ミクロデータの配列順を並べ替えることでランダムにし、対応関係を探り出すことが

できないようにする方法である。 
 
 別の概念からの秘匿処理の技法としては、ミクロデータから正確な対応関係を知ること

ができないようにする方法がある。具体的には、ミクロデータを加工して正しくないもの

にしてしまう方法である。 
① スワッピング 
任意の２つの調査単位の間で、一部の調査事項の値を入れ替える方法である。 

② 誤差の導入 
ミクロデータの一部の調査事項（識別情報又は秘密の情報自体）に誤差を導入する方

法である。 
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(2) 秘匿処理の方法の決定 
上記のような問題があるものの、実際に海外で行われている秘匿処理の方法をみるとかなり

詳細なデータをそのまま提供しているのが普通である。秘匿処理は、論理的に可能性だけを考

えると極めて厳しく行わなくてはならないことになるが、実際には、秘匿の必要性や利用面も

考慮して現実的な判断の下で決定している。 
そのような現実的な判断を行うために、海外では権威ある委員会などが処理の方法を最終承

認する方式をとっている。我が国においても同様の手続きを踏むべきであり、試行的提供では、

統計局の「匿名標本データ作成・利用研究会」の承認を得ている。 
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匿名化の基準（目安） 

 
１ 地理的情報について 

(1) 地理的情報としては、地域内に最小でも人口 50万人以上いなければならない。 
(2) 直接的な地理的情報以外で、地理的情報が明らかになる項目（例えば、サンプリング情報
など）についても、上記(1)の最小人口 50万人の基準に適合させなければならない。 

(3) 地域分析用として、人口 50 万人未満の地理的情報を提供するような匿名データを作成す
る場合には、他の識別情報などの匿名化の程度を高めなければならない。 

(4) 入手可能な外部情報により、ある特定の種類の施設であることが明らかになるようなこと
がないようにしなければならない。 

 
２ 個人・世帯の識別情報について 

(1) 氏名、住所など個人又は世帯を直接的に識別できる情報は削除されなければならない。 
(2) 間接的に個人又は世帯を識別できる情報、例えば年齢、世帯人員、居住室数などの情報に
ついては、年齢の高い個人、世帯員数が多い世帯、居住室数の多い住宅など特定される可能

性が高い場合、トップコーディング、グルーピングまたは削除を施す必要がある。トップコ

ーディングにおいては、母集団（個人又は世帯）全体の 0.5％を目安にすることが望ましい。 
(3) 少数の特定の集団を対象とする場合、トップコーディングの基準を３～５％にすることを
考慮すべである。 

(4) トップコーディングするデータ項目については、その情報（平均値や中央値など）を明ら
かにすることが望ましい。 

(5) 世帯単位のデータを提供する場合、調査単位が特定されることがないよう、必要があれば、
匿名化を考慮する必要がある。 

 
３ 誤差（ノイズ） 

(1) ミクロデータに誤差を加えることによって、調査データと外部情報との対応関係を特定す
る可能性を低めることができる。他に適当な匿名化の技法がない場合には、研究・分析上の

有用性を損なわない範囲で誤差を付加することを考慮すべきである。 
(2) 誤差を加える方法としては、①乱数による誤差の付加（random noise）、②調査単位間の調

査情報の交換（swapping）、③ブランク（blank）への置換え又は補定（imputation）がある。 

 
４ リサンプリング 
ミクロデータを全て提供する場合は、その一部を提供する場合に比べて、調査単位の特定の

可能が高くなる。例えば、ある人が調査を受けたことがわかっている場合には、ミクロデータ

の中に必ずその人のデータがあるはずとの前提で探すことができる。したがって、必要に応じ

て、ミクロデータの全てではなく、一部のデータだけを提供することを考慮すべきである。 
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５ 外部ファイルとのマッチングの可能性 

(1) ミクロデータと外部の既存ファイルのデータを突き合わせることにより調査単位が識別さ
れるような可能性があれば、それを回避するための措置をとらなければならない。 

(2) 調査のための標本フレームが、国勢調査の母集団情報以外の情報によって提供されている
場合には、調査データと標本フレームの元の情報とを一致させることが可能となるおそれが

あるので、事前に回避する措置をとらなければならない。 
 
６ その他の問題 

(1) データの一連番号、データの並び順によって、およその地域範囲が推測されるおそれがあ
るので、削除、付替え又は並べ替えをするべきである。 

(2) サンプリングに関する情報によっては、地理的情報以外に特定の地域や集団であることが
明らかになるおそれがあるので、そのような情報は削除すべきである。 

(3) 秘密の情報のうち秘匿の必要性の高い調査項目については、その調査項目自体についてグ
ルーピング、削除等の匿名化を施す必要がある。 

(4) 時間の経過とともに、調査データを外部情報と照合することは困難になる。提供時期は調
査時点から最低限２年間以上は離すべきである。 

 


